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「 経 済 財 政 運 営 と 構 造 改 革 に 関 す る 基 本 方 針 2005」に お い て 、

平 成 18 年 度 ま で に 三 位 一 体 の 改 革 を 確 実 に 実 現 す る た め 、 税 源

移 譲 に つ い て は 、 平 成 18 年 度 税 制 改 正 に お い て 、 所 得 税 か ら 個

人 住 民 税 へ の 税 源 移 譲 を 実 施 し 、 そ の 際 、 個 人 住 民 税 所 得 割 の 税

率 を フ ラ ッ ト 化 す る こ と を 基 本 と し て 、 お お む ね ３ 兆 円 規 模 を 目

指 す こ と が 明 記 さ れ た 。  

税 制 改 正 や 予 算 編 成 過 程 に お い て 基 幹 税 に よ る 本 格 的 な 税 源 移

譲 を 基 軸 と し た 三 位 一 体 改 革 を 早 期 に 具 体 化 す る こ と が 最 も 重 要

で あ る に も 関 わ ら ず 、 昨 年 11 月 に 示 さ れ た 政 府 ・ 与 党 合 意 の 三

位 一 体 の 改 革 の 全 体 像 で は 、 我 々 が 提 出 し た 「 地 方 の 改 革 案 」 の

多 く の 課 題 が 先 送 り さ れ た う え 、税 源 移 譲 額 は 2.4 兆 円 が 決 定 さ

れ る に 止 ま っ て お り 、 極 め て 不 十 分 で あ る 。  

地 方 自 治 体 は 現 下 の 危 機 的 な 財 政 状 況 の 下 、 福 祉 、 教 育 、 環 境

対 策 、 都 市 基 盤 整 備 等 、 数 多 く の 課 題 に 直 面 し て い る 。 そ の 為 、

徴 収 体 制 の 整 備 な ど 自 主 財 源 の 確 保 に 努 め る 一 方 、人 件 費 の 抑 制 、

経 費 の 削 減 、 事 務 事 業 の 抜 本 的 な 見 直 し 、 ア ウ ト ソ ー シ ン グ 等 に

よ る 自 ら 徹 底 し た 行 財 政 改 革 に 積 極 的 に 取 り 組 み つ つ 、 住 民 福 祉

の 向 上 の た め 懸 命 の 努 力 を し て い る と こ ろ で あ る 。  

国 に お い て は こ の よ う な 認 識 の 下 に 、 先 送 り さ れ た 課 題 に つ い

て 、 地 方 の 改 革 案 に 沿 っ た 改 革 を 実 現 し 、 ３ 兆 円 規 模 の 税 源 移 譲

を 確 実 に 実 施 す る と と も に 、平 成 １ ８ 年 度 の 税 制 改 正 に お い て も 、

地 方 自 治 体 の 意 見 を 十 分 反 映 し つ つ 、 地 方 分 権 時 代 に 相 応 し い 地

方 税 財 政 基 盤 が 確 立 さ れ る よ う 、 下 記 事 項 に つ い て 必 要 な 措 置 を

講 じ る よ う 要 請 す る 。  



 

 2

１ 三位一体改革による本格的な税源移譲の早期具体化 

地 方 分 権 を よ り 一 層 推 進 す る に 当 た り 、自 主・自 立 で き る 地 方 行

財 政 基 盤 を 構 築 す る た め に は 、国 か ら 地 方 へ の 基 幹 税 に よ る 本 格 的

な 税 源 移 譲 の 早 期 具 体 化 が 必 要 で あ る 。  

(1) ３兆円規模の税源移譲の確実な実行 

「 経 済 財 政 運 営 と 構 造 改 革 に 関 す る 基 本 方 針 2005」 に 明 記 さ

れ て い る と お り 、 平 成 18 年 度 ま で に 所 得 税 か ら 個 人 住 民 税 へ の

10％ の 比 例 税 率 化 に よ る ３ 兆 円 規 模 の 税 源 移 譲 を 確 実 に 実 施 す

る こ と 。  

そ の 際 、 個 人 所 得 課 税 全 体 で 実 質 的 な 増 税 と な ら な い よ う 適 切

な 調 整 措 置 を 行 う こ と 。  

さ ら に 、 税 源 移 譲 さ れ る 個 人 住 民 税 の 姿 と 、 そ の 工 程 を 早 期 に

明 示 す る こ と 。  

 

(2) 税源移譲の推進 

地 方 分 権 を 一 層 推 進 す る た め 国 ・ 地 方 間 の 事 務 事 業 の 配 分 割 合

と 税 源 配 分 と の 乖 離 を で き る だ け 縮 小 す る と い う 観 点 に 立 ち 、 基

幹 税 に よ る 本 格 的 な 税 源 移 譲 を 実 施 し 、 税 収 が 安 定 的 で 、 か つ 、

税 源 の 偏 在 性 が 少 な い 地 方 税 体 系 を 構 築 す る こ と が 必 要 で あ る 。

そ の た め 、 当 面 、 国 税 対 地 方 税 の 割 合 １ 対 １ の 実 現 を 目 指 し 、 平

成 19 年 度 以 降 も 継 続 し て 、 消 費 税 の 地 方 消 費 税 へ の 移 譲 な ど 抜

本 的 な 地 方 税 制 改 革 を 早 急 に 進 め 、 都 市 税 源 の 拡 充 強 化 を 図 る こ

と 。  

 

(3) 地方交付税の確保 

国 か ら 地 方 へ の 税 源 移 譲 に 伴 う 地 方 交 付 税 の 法 定 率 分 の 減 少 額

に つ い て は 、 地 方 自 治 体 の 財 政 運 営 に 支 障 が 生 じ な い よ う 、 地 方

交 付 税 率 の 引 上 げ 等 に よ り 確 実 に 確 保 す る こ と 。  
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２ 都市税源の充実強化 

(1) 個人住民税の充実確保について 

①  市 町 村 の 基 幹 税 目 で あ る 個 人 住 民 税 は 、 こ れ に よ り 地 域 社 会

の 費 用 を 住 民 が 広 く 応 能 ・ 応 益 負 担 し て い る 税 で あ り 、 基 礎 的

行 政 サ ー ビ ス を 安 定 的 に 支 え て い く う え で 極 め て 重 要 な 税 で あ

る こ と を 踏 ま え て 、 市 町 村 へ の 配 分 の 充 実 を 図 る こ と 。  

②  個 人 住 民 税 均 等 割 に つ い て は 、 平 成 16 年 度 の 税 制 改 正 に お

い て 、人 口 段 階 別 の 税 率 区 分 を 廃 止 し 、3,000 円 に 統 一 さ れ た

と こ ろ で あ る が 、こ れ ま で の 1 人 あ た り の 国 民 所 得 や 地 方 歳 出

等 の 伸 び を 勘 案 す る と 低 い 水 準 に と ど ま っ て い る た め 、 そ の 税

率 を 引 き 上 げ る こ と 。  

③  生 命 保 険 料 控 除 及 び 損 害 保 険 料 控 除 に つ い て は 、 そ の 性 格 に

鑑 み 、 速 や か に 廃 止 す る と と も に 、 新 た な 政 策 的 控 除 は 行 わ な

い こ と 。  

ま た 、 配 偶 者 控 除 な ど 人 的 控 除 な ど に つ い て も 課 税 の 公 平 ・

中 立 ・ 簡 素 な ど の 観 点 か ら 見 直 し を 行 う こ と 。  

④  個 人 所 得 課 税 の 基 幹 税 と し て の 機 能 を 回 復 す る 等 の た め 、 所

得 税 に お い て 定 率 減 税 を 廃 止 ・ 縮 減 す る 場 合 に は 、 個 人 住 民 税

に お い て も 同 様 の 見 直 し を 行 う こ と 。  

⑤  個 人 住 民 税 の 徴 収 効 率 の 向 上 及 び 高 齢 者 に 係 る 納 税 の 利 便 性

の 向 上 に 資 す る た め 、 公 的 年 金 等 か ら の 特 別 徴 収 に つ い て は 、

所 得 税 や 介 護 保 険 料 に お い て 同 様 の 制 度 が 既 に 導 入 さ れ て い る

こ と を 踏 ま え 、公 的 年 金 等 か ら の 特 別 徴 収 制 度 を 創 設 す る こ と 。 

⑥  個 人 住 民 税 に つ い て は 、 納 税 の 事 務 負 担 に 配 慮 し て 、 前 年 の

所 得 を 基 礎 と し て 課 税 す る い わ ゆ る 前 年 課 税 の 仕 組 み を 採 っ て

い る が 、 所 得 発 生 時 点 と 税 の 徴 収 時 点 と の 時 間 的 間 隔 を で き る

だ け 近 づ け 、 本 来 の 所 得 課 税 の あ り 方 で あ る 所 得 の 発 生 に 応 じ

た 税 負 担 を 求 め る こ と と な る よ う 、 所 得 税 と 同 様 の 現 年 課 税 方

式 の 可 能 性 に つ い て 検 討 す る こ と 。  
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(2) 法人住民税の充実確保について 

①  法 人 所 得 課 税 に つ い て は 、 都 市 行 政 と の 関 わ り の 大 き さ 、 都

市 税 源 と し て の 重 要 性 等 を 考 慮 し 、 法 人 住 民 税 と し て の 市 町 村

へ の 配 分 割 合 を 充 実 す る こ と 。  

②  法 人 住 民 税 均 等 割 の 税 率 を 引 き 上 げ る こ と 。  

③  日 本 銀 行 に つ い て は 、 国 庫 納 付 金 が 所 得 の 算 定 上 損 金 に 算 入

す る こ と と さ れ て い る た め 、 国 庫 納 付 金 の 多 寡 に よ っ て 法 人 住

民 税 の 税 収 に 大 幅 な 変 動 を 来 た す な ど の 問 題 が あ る の で 、 こ れ

ら に つ い て 抜 本 的 な 見 直 し を 行 い 、 安 定 し た 税 収 入 を 確 保 で き

る よ う に 措 置 す る こ と 。  

 

(3) 固定資産税の安定的確保等について 

①  固 定 資 産 税 は 、 都 市 の 財 政 を 支 え る 基 幹 税 目 で あ る 。  

固 定 資 産 税 収 は 、 平 成 12 年 度 以 降 減 収 傾 向 が 続 い て お り 、

さ ら に 、 平 成 18 年 度 の 評 価 替 え に お い て は 、 地 価 や 建 築 物 価

の 下 落 等 の 影 響 に よ り 、 大 幅 な 減 収 と な る 見 込 み で あ る 。 こ の

こ と か ら 、 都 市 財 政 は 、 よ り 一 層 厳 し い 状 況 に 追 い 込 ま れ る こ

と が 必 至 で あ る た め 、 税 収 の 安 定 的 確 保 を 図 る う え か ら も 、 特

に 商 業 地 等 の 負 担 水 準 の 上 限 に つ い て は 、 現 行 の 70％ は 堅 持

す ること。 

②  宅 地 の 負 担 調 整 措 置 に つ い て は 、 課 税 の 公 平 性 の 観 点 か ら 、

速 や か に 負 担 水 準 の 均 衡 化 が 図 ら れ る よ う な 措 置 を 講 じ る と と

も に 、 納 税 者 が よ り 理 解 し や す い 課 税 の 仕 組 み と な る よ う 制 度

の 簡 素 化 を 図 る こ と 。  

 

 (4) 事業所税の充実確保について 

事 業 所 税 は 、 都 市 環 境 の 整 備 及 び 改 善 に 充 て る 貴 重 な 財 源 で

あ る た め 、 昭 和 ６ １ 年 度 以 降 据 え 置 か れ て い る 資 産 割 の 税 率 の

見 直 し 等 、 そ の 充 実 確 保 を 図 る こ と 。  
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(5) 軽自動車税の充実改善について 

軽 自 動 車 の 規 格 が 、 平 成 １ ０ 年 の 改 正 に よ り 大 型 化 ・ 高 性 能

化 が 図 ら れ た に も 関 わ ら ず 、 軽 自 動 車 税 の 税 率 は 、 昭 和 ５ ９ 年

度 以 降 据 え 置 か れ た ま ま で あ る の で 、 自 動 車 税 と の 負 担 の 均 衡

を 考 慮 し 、 税 率 を 引 き 上 げ る こ と 。  

ま た 、 特 に 原 動 機 付 自 転 車 に つ い て は 、 貴 重 な 地 方 の 税 収 で

あ る の で 、 徴 税 効 率 及 び 課 税 事 務 の 向 上 の た め 、 税 率 、 課 税 方

法 、 課 税 対 象 等 の 課 税 制 度 の 見 直 し を 早 急 に 行 う こ と 。  

 

(6) 市町村道路財源の充実強化について 

市 町 村 道 の 整 備 水 準 及 び 市 町 村 道 に 係 る 特 定 財 源 比 率 は 、 国

に 比 し 依 然 と し て 低 い 状 況 で あ る こ と に 鑑 み 、 市 町 村 道 路 財 源

の 充 実 強 化 を 図 る こ と 。  

 

(7) 航空機燃料譲与税の充実について 

空 港 関 係 市 町 村 に お け る 航 空 機 騒 音 対 策 事 業 、 周 辺 整 備 事 業

等 に 要 す る 経 費 が 多 額 で あ る こ と に 鑑 み 、 航 空 機 燃 料 税 の 税 率

を 引 き 上 げ る と と も に 、 市 町 村 に 対 す る 配 分 を 充 実 す る こ と 。  

 

(8) 非課税措置等の整理合理化について 

地 方 税 に お け る 非 課 税 等 特 別 措 置 に つ い て は 、 税 負 担 の 公 平

確 保 の 見 地 か ら よ り 一 層 の 整 理 合 理 化 を 図 る こ と 。 特 に 、 固 定

資 産 税 に つ い て は 、 他 の 事 業 者 と 不 均 衡 が 生 じ て い る も の や 、

担 税 力 の あ る 者 を 優 遇 す る 結 果 と な っ て い る 特 例 な ど 、 非 課 税

措 置 、 課 税 標 準 の 特 例 措 置 等 に つ い て は 、 引 き 続 き 見 直 し を 行

う こ と 。  

ま た 、 国 税 に お け る 租 税 特 別 措 置 に つ い て も 、 引 き 続 き 見 直

し を 行 い 、 地 方 税 収 を 確 保 す る こ と 。  
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(9) 政令指定都市等に対する税制上の措置について 

政 令 指 定 都 市 に つ い て は 、 国 ・ 道 府 県 道 の 管 理 そ の 他 の 事 務

配 分 の 特 例 が 設 け ら れ て お り 、 地 方 分 権 改 革 の よ り 一 層 の 推 進

の た め に も 、 大 都 市 の 税 制 の あ り 方 に つ い て 検 討 し 、 事 務 配 分

に 見 合 っ た 税 制 上 の 特 例 措 置 を 充 実 す る こ と 。  

ま た 、 中 核 市 及 び 特 例 市 に つ い て も 、 事 務 配 分 の 特 例 等 に 見

合 っ た 税 制 上 の 特 例 措 置 を 設 け る こ と 。  

 

(10) 県費負担教職員制度の見直しに当たっての財源措置 

について 

市 立 小 ・ 中 学 校 の 教 職 員 に 係 る 給 与 費 負 担 の 政 令 指 定 都 市 等

へ の 移 管 に 当 た っ て は 、 義 務 教 育 費 国 庫 負 担 金 の 改 革 全 体 の 議

論 と 一 体 で 進 め る と と も に 、 学 級 編 制 や 教 職 員 定 数 、 教 職 員 配

置 等 包 括 的 な 権 限 移 譲 を 前 提 と し て 、 所 要 全 額 に つ い て 、 国 及

び 道 府 県 か ら の 税 源 移 譲 に よ り 措 置 す る こ と 。  

 

(11) 温暖化対策税制の導入について 

温 暖 化 対 策 税 制 (い わ ゆ る 環 境 税 制 )の 導 入 に 当 た っ て は 、 環

境 施 策 に お い て 地 方 自 治 体 の 果 た し て い る 役 割 及 び 財 政 負 担

を 十 分 勘 案 し 、地 方 税 と し て の 導 入 、国 税 収 入 の 一 部 を 地 方 自

治 体 の 財 源 と す る 等 適 切 な 措 置 を 講 じ る こ と 。  

 

３ 課税徴収事務の改善について 

(1)  地方税における電子化の推進について  

①  地 方 税 の 電 子 申 告 シ ス テ ム に つ い て は 、 そ の 円 滑 な 導 入 及 び

安 定 的 運 営 に よ り 、利 用 者 の 増 加 が 図 ら れ る こ と が 重 要 で あ り 、

地 方 公 共 団 体 共 同 の シ ス テ ム 構 築 及 び 費 用 等 に つ い て 、 国 及 び

都 道 府 県 の 協 力 体 制 を 維 持 す る こ と 。  

②  社 会 保 険 庁 か ら の 公 的 年 金 等 支 払 報 告 、 国 税 庁 所 管 の 確 定 申

告 デ ー タ 及 び 配 当 ・ 報 酬 等 の 資 料 一 覧 デ ー タ に つ い て は 、 紙 に
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よ り 提 供 さ れ た 一 覧 表 等 を 基 に 改 め て 市 町 村 が 電 算 入 力 を 行 う

な ど 、 多 大 な 労 力 と 費 用 を 費 や し て い る こ と か ら 、 こ れ ら の デ

ー タ 提 供 に つ い て は 、 電 磁 的 記 録 媒 体 に よ り 行 う こ と 。  

 

(2) 税制の簡素化及び税務事務の効率化等について  

都 市 税 制 に 対 す る 住 民 の 理 解 と 信 頼 を よ り 確 か な も の に し て

い く た め 、 税 負 担 の 公 平 を 確 保 す る と と も に 、 住 民 に 分 か り や

す い 簡 素 な 制 度 と し 、併 せ て 納 税 者 の 事 務 負 担 の 軽 減 等 を 図 り 、

税 務 事 務 の 効 率 化 を 図 る こ と 。  

ま た 、 引 き 続 き 、 課 税 の 公 平 性 を 確 保 す る 等 の 観 点 か ら 、 固

定 資 産 税 （ 償 却 資 産 ） の 課 税 に 必 要 な 国 税 申 告 資 料 の 供 覧 等 が

で き る よ う に 法 定 化 を 図 る な ど 、 国 ・ 都 道 府 県 と の 税 務 行 政 運

営 上 の 協 力 体 制 を 充 実 す る こ と 。  

 

 


